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１．はじめに 

利得移動に当事者以外の第三者が関与すると、対第三者関係が問

題となる。対第三者関係は、全ての不当利得類型で発生する。しか

し、その重点は、給付利得と侵害利得である。というのは、求償利

得では、債権者・債務者以外に、はじめから弁済者（第三者）が関

与するし、費用利得では、対第三者関係を前提とした規程（民１８

９条以下）が存在するからである。 

給付利得での対第三者関係の原型は、ＡからＢ、ＢからＣと契約

関係の連鎖によって利得移動した「給付連鎖」の事例である。この

場合に、Ｂの指示で、利得がＡから直接Ｃに移動するケースもある

（「短縮された給付」）。さらに、第三者ＣがＡに直接の請求権を

取得し、ＡからＣに財貨移動するケースもある（「三角関係」、例

えば、債権譲渡）。侵害利得では、Ａの有体物所有権を侵害したＢ

から財貨取得した第三者Ｃ、転得者ＤへのＡの財貨追及のあり方が

主な問題となる。 

不当利得での対第三者関係は、分業化された商品・サービスの給

付、特に、現金を介在させない弁済取引の発展とともに、その重要

性が増大している。しかし、このような分業取引、つまり、その挫

折が不当利得法による補完を必要とする契約の連鎖した取引に関す

る契約法、物権法の規律の方針が必ずしも明かではないことが、不

当利得法の対第三者関係の解決を困難にしている。 

以下では、日本法での不当利得法の対第三者関係について判例で

問題となった事案類型に即して、問題を概観し整理する。その際に、

比較法の視点から、日本法に大きな影響を与え、しかも、日本とは

異なった問題解決の「範型（＝問題の提出と解決の視角）」による

ドイツ法を参照して、若干のコメントをしたいと考える。 
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２．立法者と初期の学説 

日本の民法の立法者、初期の学説は、不当利得法で対第三者関係

に言及してなかった。 

というのは、日本の民法では、物権変動の有因原則がとられてい

る。例えば、ＡがＢに不動産を売却し、ＢがＣに転売したが、ＡＢ

間の売買契約が無効・取消となったとき（「給付連鎖」）、ＡはＣ

に対して当然に所有物返還請求が可能である。例外は、例えば、虚

偽表示の無効の善意の第三者に対する主張を制限する民９４条２項、

同様に、詐欺取消の効果を制限する民９６条３項などであり、対第

三者関係は、主に物権法のレベルで問題となる。だから、日本法で

は、対第三者関係の原型の給付連鎖では、所有物返還請求による第

三者追及とその切断が問題解決の範型である。だから、日本の民法

典の立法者が、不当利得法で対第三者関係について議論していなか

ったのは、むしろ当然かも知れない。 

３．給付利得の事例 

（１）金銭騙取の不当利得 
その結果、日本法で対第三者関係が初めて本格的に議論されたの

は、いわゆる「金銭騙取の不当利得」だった。つまり、通常の動産

とは違い、不特定物中の不特定物の金銭では、所有権による追及は

当然には考えられないからである。その典型例は、（ａ）Ｃに債務

のあるＢが、Ａから金銭を騙取して、騙取金銭でＣに弁済する。Ｂ

は無資力で、Ａが第三者Ｃに対して不当利得返還請求をする、又は、

（ｂ）ＢがＡから騙取した金銭で、ＣのＤに対する債務を弁済し、

Ｄに対する債務の消滅という利得を得たＣに対して、Ａが不当利得

返還請求するという事例である。 
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第二次世界大戦前の日本の判例の多くは、ＡＢ間の契約は無効で、

「金銭はＡの所有だから、直接の因果関係がある」、弁済を受けた

Ｃが善意・無過失なら民法１９２条により金銭所有権を善意取得す

る、ＣはＢに対する債権に基づいて金銭を受領したから、Ｃは不当

利得したとはいえないなどとしていた。つまり、判例は、被騙取者

（損失者）Ａの第三者Ｃに対する直接請求を不当利得と性質決定し

ながら、金銭を動産と同様に「物」の延長と考えていた。だから、

ＡのＣに対する直接請求を切断するのは、原則として、第三者Ｃの

金銭取得の法律上の原因だということになる。 

他方で、先述したドイツ法では、ＡからＢ、ＢからＣと給付連鎖

で利得移動したときは、ＡＢ間の契約関係に瑕疵があっても、原則

として、ＡはＢ、Ｃに対して所有物返還請求ができない（無因原則）。

ところが、不当利得返還請求で第三者Ｃに対する追及が可能では、

無因原則の意味がなくなる。だから、このことを、不当利得で表現

したのが、因果関係の直接性である。その結果、ＡＢ間に清算は制

限される。これが、対第三者関係に関するドイツ法の問題解決の範

型である。他方で、日本法では、ＡからＣへの直接請求が原則であ

り、Ａの追及の切断には、Ｃには財貨取得の法律上の原因が必要で

ある。 

さらに、その結果、ドイツ法では、ＡＢ間の財貨移動の瑕疵に対

する善意・悪意とは無関係に、第三者Ｃは財貨取得する。つまり、

第三者Ｃには、その主観的態様（善意・悪意、過失の有無）とは無

関係な「抽象的な信頼保護」が与えられる。加えて、原権利者Ａと

Ｂの一般債権者Ｇとの「債権者平等の原則」が確保される。これに

対し、日本法では、第三者Ｃの法律上の原因の具備に、例えば、善

意・無過失を要求すれば、「具体的な信頼保護」が与えられること

になる。しかも、ＡのＣへの直接請求を認めれば、Ｂの一般債権者

Ｇに対して、Ａは優先権を与えられることになる。要するに、給付
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者Ａの第三者Ｃへの追及と、第三者Ｃの法律上の原因での切断が、

日本法での対第三者関係の問題解決の範型であり、他方で、例えば、

ドイツ法で典型的な、当事者ＡＢ間での清算の優先が、いま１つの

不当利得での対第三者関係の範型である。 

多くの分野で現在の日本の判例・通説の基礎となっている我妻説

は、ここで、因果関係を「社会観念上の因果関係（＝ＢがＡから騙

取したからこそ、Ｃに弁済できたという関係）」があれば、Ｃの悪

意・重過失を前提にＡの直接請求を肯定した。Ｃが騙取金銭である

ことに善意・無過失ではなく、悪意・重過失でないことが求められ

るのは、金銭は流通・決済手段だから、その要件として動産の善意

取得（民１９２条）ではなく、手形・小切手の善意取得（小切手法

２１条など）と符節を併せたものである。現在の判例（最判昭和４

９・９・２６民集２８巻６号１２４３頁）も同旨である。 

ちなみに、ドイツ法では、金銭騙取の不当利得のケースでは、Ｂ

Ｃの共謀があれば、ＡのＣに対する不法行為による損害賠償に問題

解決を委ねているようである。 
 

（２）転用物訴権 

もう１つの給付連鎖の例が、転用物訴権である。最初に最高裁が

転用物訴権をとりあげた事案は、以下のようなケースだった。Ｂが

Ｃからブルドーザーを賃借したが、ブルドーザーが故障した。Ｂは

請負人Ａに修理を依頼し、Ａは修理して、ブルドーザーをＢに引き

渡したが、請負代金は未払いだった。ところが、ＢはＣに対する賃

料を支払わず、Ｃはブルドーザーを回収した。Ｂが無資力のため、

ＡはＣに対して請負代金に相当する額を不当利得返還請求した。た

だし、ＢＣ間には、賃料を安価とする代わりに、修理費用は賃貸人

Ｃでなく賃借人Ｂが負担する約定があった。このケースでは、ＡＢ

間の給付は労務で、有体物所有権によるＡの財貨追及は不可能であ
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る。その結果、不当利得によるＡのＣに対する直接請求の可否が正

面から問われることとなった。最高裁は、ＡＣ間の利得移動には直

接の因果関係があり、ＡのＢに対する修理代金債権が無価値な限度

で、Ｃの利得はＡの損失に由来し、ＢＣ間の修理費用Ｂ負担の特約

は、ＡＣ間の直接請求の妨げとはならないとした（最判昭和４５・

７・１６民集２４巻７号９０９頁）。つまり、転用物訴権を全面的

に肯定した。 

我妻をはじめとする当時の通説は、この判例を支持していた。そ

の理由は、特定した財貨は第三者追及が可能で、第三者Ｃの法律上

の原因が追及を切断するという金銭騙取の不当利得の思考図式が基

礎となっていたからであろう。 

これに対して、ドイツ法の影響を受けた学説は、以上の昭和４５

年最判に対して、批判的だった。その中でも、加藤雅信説は、（ⅰ）

ＢＣ間で賃料を安価とする代わりに、修理費用は賃借人Ｂが負担す

るという特約があったにもかかわらず、ＡのＣに対する直接請求を

認めれば、Ｃは二重の経済的負担を被る（取引の安全）。（ⅱ）Ｂ

Ｃ間で、修理費用Ｂ負担の特約がなく、ＢのＣに対する費用償還請

求（民６０８条）が未決済で存在するときでも、Ｂの一般債権者Ｇ

がＢＣ間の費用償還請求権を差し押さえたときに、Ａの直接請求が

可能なら、ＡがＧに優先することになる。しかし、Ａの優先の根拠

は不明である（債権者平等の原則）。（ⅲ）だから、ＡＣの直接請

求は、ＢＣ間の利得移動が無償の場合に限られる（無償取得による

不当利得返還請求の拡張）、と判例を批判した。 

その結果、最高裁は、次のようなケースで、判例を変更した。事

案は、ＢがＣからビルを賃借したが、Ｂが権利金を支払わない代わ

りに、ビルの修繕費用は賃借人Ｂ負担と合意した。Ｂは請負人Ａに

ビルの改修を依頼し、Ａは工事を施工したが、Ｂは請負代金の大部

分を支払っていなかった。ところが、ＢＣ間の賃貸借は解除され、
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Ａが残代金相当額をＣに不当利得返還請求した。最高裁は、「Ｃが

法律上の原因なくして右修繕工事により利益を受けたということが

できるのは、ＢとＣの間の賃貸借契約を全体としてみて、Ｃが対価

関係なしに右利益を受けたときに限られるとするのが相当である」

と判示して、加藤説の（ⅲ）の場合に転用物訴権を制限した（最判

平成７・９・１９民集４９巻８号２８０５頁））。 

とはいっても、以上の平成７年最判も、金銭騙取に関する判例と

同様に、ＡＢ間の給付（労務）が有体物でなくとも、ＡからＢ、Ｂ

からＣと移転した財貨の同一性があれば、Ａの追及を認め、その上

で、Ｃの法律上の原因の有無で追及の成否を決定するという考え方

では共通である。 
 

（２－１）ここでの実質的な問題 

ところで、上記の最判昭和４５年では、Ａの注文者Ｂが賃借人で

なく、所有者なら、Ａはブルドーザーに動産保存の先取特権（民３

２０条）を取得する。ところが、注文者Ｂは賃借人だったから、請

負人Ａは先取特権を善意取得する必要がある。しかし、動産保存の

先取特権は善意取得できないから、Ａの請負代金債権の担保が転用

物訴権という形で問題となった。最判平成７年では、注文者Ｂがビ

ルの所有者だったら、請負人Ａは不動産工事の先取特権（民３３８

条）を取得する可能性があった。だから、以上の判例では、請負人

Ａの債権担保という問題が、転用物訴権という形で問われていたこ

とになる。請負契約では労務の給付と報酬の支払いの同時履行は不

可能だから、請負人は先履行義務を負い、給付した動産は目的物に

付合するから、解除しても給付物の回復は不可能である。つまり、

注文者への信用供与の代償として請負人に与えられる法定担保物権

も、注文者が所有者でないときには取得できない。これが、転用物

訴権という形で問題となったのが、上記の判例であろう。ちなみに、
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ＡＢ間の契約関係内の清算が範型となっているドイツ法では、この

問題が現在は不当利得の一環として議論されることはない。そこで、

最判昭和４５年のケースでは、ドイツの判例は、占有者Ａの所有者

Ｃに対する費用償還請求（ＢＧＢ９９４条）として、ＡのＣに対す

る直接請求を認めている。平成７年の事案では、現在は、請負人（下

請人）Ａの注文者（元請人）Ｂに対する担保供与請求という形で問

題解決が図られている（ドイツ民法６４８ａ条）。つまり、ドイツ

法の範型では、不当利得法とは別に、請負契約に即した形で、実質

的な問題の解決が図られている。 
 

（３）その他の給付利得の事例 

それ以外で、対第三者関係で問題となったのが、Ｄの強迫でＢが

Ａから消費貸借して、第三者Ｃの口座に振り込むようＡに依頼した

ケース（短縮された給付）で、（ＢがＡＢ間の消費貸借をＤの強迫

を理由に取り消したから）Ａの不当利得返還請求（給付利得）の相

手方は、原則として（消費貸借）契約の当事者Ｂだが、特段の事情

があるからＣだと判示した判例（最判平成１０・５・２６民集５２

巻４号９８５頁）である。つまり、騙取・横領によらない金銭の短

縮された給付では、清算は契約当事者ＡＢ間の給付利得によるとさ

れている。 

４．侵害利得の事例 

（１）動産所有権の追及 

ＡからＢが窃取した動産が、直接の侵害者ＢからＣ、Ｄと転売さ

れたときに、例えば、Ｄが動産を消費したため原物返還が不能なら、

判例は過失のある中間処分者Ｃに対する不当利得返還請求を認めて

いる（大判昭和１２・７・３民集１６巻１０８９頁〔ＣがＢに支払
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った対価の控除も否定〕など）。ただし、原物返還が不能となった

盗品の善意・無過失の中間処分者Ｃが前主Ｂ（窃取者）に支払った

代価の控除を認めた裁判例がある（高松高判昭和３７・６・２１高

民集１５巻４号２９６頁）。だから、以上の判例からは、中間処分

者Ｃに故意・過失があれば、Ａの不当利得返還請求を認め、対価控

除もしない。他方で、中間処分者Ｃが善意・無過失なら、対価控除

を認める。つまり、判例の考え方は、中間処分者Ｃに過失があれば、

不当利得返還義務を認めるが、善意・無過失のＣに対しては、対価

控除を認めるなど、取引の安全を拡大している。 

さらに、（Ｄが商人Ｃなどから盗品を買い受けた場合に、Ｄが善

意・無過失なら、盗品の返還と前主Ｃに支払った代価の弁償を原所

有者Ａに請求できることを規定した）民１９４条のケースでは、窃

取者Ｂが古物商Ｃに売却した動産をＣから買い受けて消費したＤに

対する原所有者Ａの侵害利得の請求を退け、物の客観的価値と代価

弁償（民１９４条）の差額の返還請求もできないとした判例（最判

昭和２６・１１・２７民集５巻１３号７７５頁）がある。しかし、

仮に、Ｄが動産を消費せず原物が存在したときは、代価弁償は可能

でも、動産の返還義務を負ったはずである。だから、この判例は、

原物の回復請求ができないときに、取引の安全を拡大したものであ

る。加えて、最近の判例で、古物商Ｃから盗品（土木機械）を買い

受けた善意・無過失のＤは、Ａからの回復請求の訴訟係属後もＡか

ら代価弁償を受けるまでは、動産の使用利益の返還義務を負わない

としたもの（最判平成１２・６・２７民集５４巻５号１７３７頁）

がある。確かに、善意占有者は、果実（使用利益）の返還義務を負

わない（民１８９条１項）。しかし、訴訟係属後は、善意の占有者

も悪意が擬制されるから（民１８９条２項）、Ａからの回復請求の

訴訟係属後は、Ｃは使用利益（果実）の返還義務を負うはずである。

だから、以上の判例は、民１９４条の解釈を通じて、取引の安全を
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拡大したものだと考えられる。 

ちなみに、ドイツ法では、同様に、Ａから窃取された動産が、Ｂ

からＣ、ＣからＤと転売された場合に、善意・無（重）過失のＣＤ

に対しても、ＡはＣまたはＤの処分を追認して、つまり、資力のあ

る中間処分者を発見して、不当利得返還請求することが可能である。

ただし、ドイツ民法には、日本の民法１９３条、１９４条のような

規定はなく、原則として、占有離脱物は善意取得できない（ドイツ

民法９３５条１項）。このような所有権保護を、判例が法発展させ

たのが、ドイツ法の現状であろう。それとの対比では、日本の民法、

および、その後の法形成は、より動産取引の安全を指向したものだ

といえる。 
 

（２）下請人の注文者に対する侵害利得の請求 

注文者Ｃから建物の建築を請け負った元請人Ｂが、下請人Ａに一

括請負させ、下請人Ａは工事の一部を施工したが、Ｂから請負代金

の支払いは一切なかった。ところが、ＢＣ間の請負契約は解除され、

Ｃは他の請負人Ｄと契約して建物を完成させた。その際に、ＢＣ間

には、注文者Ｃは工事の途中でも契約を解除でき、工事の出来上が

った部分の所有権は注文者Ｃに帰属するという合意があった。原審

（大阪高判昭和６３・１１・９判タ６９５号２１９頁）は、工事の

出来上がった部分の所有権はＡに帰属することを前提に、Ｄの残工

事によりＡの工事は加工の規定（民２４６条２項）によりＤが、さ

らにはＣが所有権を取得するが、ＡはＣに対して償金請求できると

した。つまり、所有権侵害による侵害利得の請求を認めた。しかし、

最高裁は、下請負人は、元請負人の「いわば『履行補助者的立場』

に立つものにすぎず、」「元請負人と異なる権利関係を主張しうる

立場にはない」と判示して、ＡのＣに対する償金請求（侵害利得）

を退けている。つまり、下請負契約の性質から、注文者Ｃと元請人
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Ｂの合意の効力が契約の第三者である下請人Ａにも及ぶというのが

最高裁の考え方である。これは、契約の相対性には反する。しかし、

この事件で注文者Ｃを保護するには、無権利者ＢからのＣの所有権

取得を認める必要がある。しかし、特に、Ａの工事が不動産にまで

至っていた場合を考えると、無権利者ＢからのＣの権利取得を基礎

づける可能性はない。以上を背景に、分業化した建築請負の第三者

である注文者Ｃに取引の安全を与えようというのが、最高裁の考え

方である。 

付言すると、ドイツでは、建物は土地に付合するから、下請人Ａ

は物権的権利を取得しない。もちろん、下請人Ａの注文者Ｃに対す

る不当利得返還請求（転用物訴権）は認められない。だから、現在

では、下請人Ａの元請人Ｂに対する担保請求（ドイツ民法６４８ａ

条）という形で解決が図られている。建築請負に関して、第三者に

対する物権的な追及が問題となるのは、材料の供給者Ａが建築請負

人Ｂに建築資材を延長された所有権留保で供給し、Ｂが注文者Ｃの

建物をＡの建築資材で建築し、建築資材は、建物（土地）に付合し

たが、無資力のＢがＡに売買代金を支払わなかったので、ＡがＣに

対して付合による所有権の喪失の代償として不当利得返還請求した

というような事例である。ドイツの判例は、ＡＣ間の侵害利得は、

ＡＢ間の給付利得に対して補充的である（「侵害利得の補充性」）

として、ＡのＣに対する直接請求を退けている。だから、ドイツと

は異なり、日本の最高裁は不当利得法の理論ではなく、不当利得以

外の法制度の解釈で問題を解決している。 
 

（３）他人の債権の無権限者による回収 

無権限者Ｃに債務者Ｂが弁済したときも、Ｃが債権の準占有者に

当たれば、債権は消滅する（民４７８条）。その結果、債権者Ａは、

無権限者Ｃに不当利得返還請求できる。他方で、無権限者への弁済
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に民４７８条が適用されないときは、債権は消滅しない。だから、

債権者Ａは債務者Ｂに対する履行請求が可能である。ところが、こ

のケースで、債権者Ａの弁済受領者Ｃに対する侵害利得の請求を肯

定した判例（最判平成１６・１０・２６判時１８８１号６４頁など）

がある。弁済受領者Ｃは、債権者Ａには「損失」がないと抗弁した

が、最高裁は、「自ら債権者として弁済を受け」た無権限の弁済受

領者Ｂが、後に、「債権は存続し、損失がないと主張するのは、信

義則に反する」として、請求を認容した。ここでの問題は、ＡのＣ

への不当利得返還請求を肯定すれば、債務者Ｂの無権限弁済受領者

Ｃに対する非債弁済の不当利得返還請求権を差し押さえたＢの一般

債権者Ｇの利益が害されること、および、ＢがＡに反対債権を持っ

ていた場合に、Ｂの相殺の利益が奪われることである。しかし、日

本の民法には、準占有者に対する弁済に当たらない場合でも、弁済

受領権限を有しない者（Ｃ）に対する弁済は、それから債権者（Ａ）

が利益を受けた限度で、弁済の効果を有するという規定が存在する

（民４７９条）。つまり、Ｃが債権者Ａに弁済受領した金銭を返済

すれば、Ｂの債務も消滅する。だから、結果的に、判例の結論は支

持できると考える。ここでも、ドイツ法について付言しておくと、

ドイツの判例・通説は、債権者Ａが追認して、弁済を有効とした上

で（つまり、追認により、損失を発生させた上で）、無権限の弁済

受領者Ｃに不当利得返還請求できるとしている。 

５．おわりに 

以上が、これまで日本の判例で問題になり、学説が議論してきた

不当利得法の対第三者関係の主なケースである。もちろん、対第三

者関係の規律は、極言すれば、給付利得では清算を契約の当事者Ａ

Ｂ間に制限するのか（その結果、第三者Ｃには「抽象的な信頼保護」
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が与えられる）、Ａの直接請求を第三者Ｃの法律上の原因で切断す

るのか（「具体的な信頼保護」）に尽きる。しかも、確かに、契約

関係の清算を契約当事者に制限して、抽象的な信頼保護を第三者に

与えるという方向性は、特に、無因原則が対第三者関係の規律の範

型となっているドイツ法では説得力がある。しかし、例えば、金銭

騙取の不当利得でみたように、日本法では、金銭でさえも、「騙取・

横領」のように瑕疵が重大なケースでは、瑕疵は物権的であり、第

三者追及が可能とされている。さらに、転用物訴権のように、ＡＢ

間の契約関係が有効で、ＡＢ間の給付が労務の事例でも、給付者Ａ

の第三者Ｃに対する追及が可能とされている。しかも、ここでの問

題の実質は、請負人の債権担保という課題であり、不当利得法だけ

では十分な解決は与えられない。また、原権利者の財貨追及である

侵害利得でも、発生する問題は多岐にわたる。加えて、そこでは、

不当利得法以外の法形式を含め、様々な方法で取引の安全が与えら

れている。さらに、第三者の取引の安全も「抽象的な信頼保護」と

「具体的な信頼保護」のどちらが相応しいのか、給付者、または、

原権利者Ａと一般債権者Ｇとの債権者平等がどこまで貫徹可能かに

関しても、移転した財貨の性質、財貨移動の瑕疵によって、評価は

様々に分かれうる。だから、例えば、給付利得だけでも、給付（概

念）のような一元的な規準で対第三者関係を規律するのは困難であ

ろう。その意味で、対第三者関係の規律は、移転する財貨の性質、

財貨移動に関与する当事者の意思、基礎となる法制度の規範的評価

を考慮して、１つひとつの問題の解決を図るほかほかないと考える。

仮に、不当利得法の理論だけでは解決できない問題を括り出せば、

抽象度の高い議論は可能だろうが、それによって、実質的な問題に

十全な解決を与えることはできないと考える。 
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